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「自己資本比率」は、金融機関の健全な体質を示す指標です。
　1998年4月から適用となった早期是正措置は自己資本比率が基準となります。信用金庫は国内基準で
4%以上でなければならないとされていますが、当金庫の2020年3月末の自己資本比率は運用資産の
一部入れ替えにより低下したものの47.00%で基準の11倍を超え引き続き高水準を維持しております。
　稚内しんきんの自己資本比率が高いのは、業容を拡大していく過程で、利益の中から将来のために、
コツコツと自己資本を積み上げてきた結果によるものです。

単体自己資本比率の推移

自己資本額の推移

■子会社の状況
　わかしんビジネス㈱は、2019年度中に解散し、清算結了となりましたため、2020年3月末時点で連結対象子会社は
ございません。
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自己資本調達手段の概要
　自己資本は、出資金及び利益剰余金等により構成されております。
　なお、自己資本調達手段は普通出資（発行主体：当金庫）のみであり、コア資本に係る基礎項目の額に算入された額は、
634百万円となります。

単体自己資本の算出・開示に関する注記事項
　単体自己資本比率は、「信用金庫法第89条第１項において準用する銀行法第14条の2の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫
連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」（平成18年金融庁告示
第21号）に基づき算出・開示しており、当金庫は国内基準を採用しております。




